
　社会福祉法人みずものがたり の発注する工事の請負について、下記のとおり制限付き一般競争入札に付する工事と

いたしましたので、その内容を公告します。

社会福祉法人みずものがたり

理事長　溝上 泰弘

1. 入札工事概要

（1）工事名称 社会福祉法人みずものがたり新施設新築工事

（2）工事場所 佐賀県佐賀市水ヶ江1丁目246-1、245-1、248-1、243、247の一部、248-2の一部

（3）工事期間 契約締結の日 ～ 令和９年２月２８日まで（予定）

（4）工事種別 新築

（5）建物用途 児童福祉施設（小規模保育園、幼保連携型認定こども園）

（6）建物構造、規模 鉄骨造 ２階建て

敷地面積　： １１２１.３０m2

建築面積　：  ５７８.４８m2

延べ床面積： ５９９.３３m2

2. 発注者

社会福祉法人みずものがたり　理事長　溝上泰弘

佐賀県佐賀市水ヶ江１丁目６-３２

3. 設計・監理者

株式会社ＴＡＰ

福岡県福岡市博多区中洲５丁目１-２２ 松月堂ビル３階

4. 入札参加に必要な条件

（1） 形態は単体企業とする。

（2） 佐賀県内に本店を有し、建設業の許可を受けている者。

（3） 令和7年度・令和8年度佐賀県建設工事競争入札参加資格名簿の建築一式工事の業種に登録があり、その施工能力

等級がA級の決定を受け、かつ佐賀県入札参加資格総合点数が1000点以上の決定を受けていること。

（4） 本工事の改札の日までに会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定に基づく更生又は再生手続きの申立てがなされた者でないこと。

（5） 佐賀県建設工事等・委託契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を、本工事の入札参加し確認申請の提出

期限日から改札の日までの間に受けていないこと。

（6） 本工事の入札参加資格確認申請の提出期限日の６ヶ月前から開札の日までの間に、金融機関等において不渡手形

等をしていない者であること。

（7） 本工事の他の入札参加者と資本若しくは人事面において強い関連がある者でないこと。
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（8） 佐賀県暴力団排除条例（平成２３年度佐賀県条例第２８号）第２号第４号に規定する暴力団等でないこと。

5. 図面等の配付、及び現場説明会

（1）配付方法 電子メールにて配布する。

連絡先：susumuyamaguchi@oheso-group.com

※件名に「社会福祉法人みずものがたり新施設新築工事に係る入札説明書の配付依頼」

　と記載すること。

※土曜・日曜・祝日を除き、ご依頼いただいてから２日以上連絡がない場合は下記の連絡先まで

　お問合せください。

　社会福祉法人みずものがたり　電話 ０９５２−３７−００３３　（担当：山口）

（2）配付期間 公告の日から令和８年７月１６日（木）までに請求すること。

（3）現場説明会 行わない

6. 公告、設計図書等に関する質問及び回答

（1）質問提出期限 令和８年７月１６日（木）午後５時まで

（2）質問提出先 社会福祉法人みずものがたり（担当：山口）

（3）質問提出方法 電子メールのみ　提出先：susumuyamaguchi@oheso-group.com

提出書式に指定はないがメール本文への記載は不可とし、質疑書をPDF及びエクセルデータで

提出すること。

（4）回答日 令和８年７月２１日（火）までに全ての入札参加予定者に全ての質疑回答を

電子メールにて回答する。

7. 入札書の提出方法及び期日等

本入札は、郵送（書留郵便又は簡易書留郵便に限る）により実施します。

（1）提出期限 令和８年７月２８日（火）１７時００分 必着

（2）提出先・送付先 〒840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江１丁目６-３２

社会福祉法人みずものがたり　理事長　溝上泰弘 宛

（3）封筒の記載方法 二重封筒とし、内封筒内に持参時と同様の朱書き・割印をした上で、外封筒に

郵送先を記載すること。

（4）提出書類 ・入札書

・制限付一般競争入札参加資格確認申請書

・佐賀県入札参加資格登録、及び等級、総合点数の確認ができるもの

・会社の本店所在地

・過去に保育施設等の施工実績があれば実績の分かる資料をお願いいたします。

※入札金額内訳書は落札した会社のみ後日提出をお願いいたします。

※開札に立会を希望し、代理人が参加される場合は委任状の提出をお願いします。

9. 開札場所及び日時等

（1）日時 令和８年７月２９日（水）　１４時００分から

（2）場所 佐賀市水ヶ江1丁目6番15号 てつがく珈琲内



10. 落札者の決定方法等

（1）開札後予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上であることを満たした者のうち、最低の価格をもって

　　 入札した者を落札者とする。

（2）上記の条件において、同価格の入札が2者以上あった場合、当該同価格入札者にくじを引かせて落札者を

　　 定めるものとする。

（3）落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を

　　 締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、

　　 その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする

　　 ことができる。

（4）予定価格 設定するが、公表しない

（5）最低制限価格 設定するが、公表しない

11. 落札者の通知及び公表

（1）落札者への連絡 開札後速やかに電話又は電子メールにより口頭で通知し、後日、落札者決定通知書を交付する。

（2）入札の結果 開札後３日以内に発注者のホームページにおいて公表する。

12. 工事代金の支払い条件

（1）前渡金 有（工事契約金額の10%）

（2）中間払 有（工事契約金額の40%）

（3）完了払 引渡し後（残金）

13. その他 注意事項

（1）入札保証金の徴収は免除する。

14. 契約方法等

（1）契約保証金の徴収は免除する。

（2）契約の履行については、発注者及び代理者の指示に従うこと。

（3）一括下請け契約は行わないこと。

以上　


